
平
成
二
十
四
年
二
月
十
日
受
領

答

弁

第

二

八

号

内
閣
衆
質
一
八
〇
第
二
八
号

平
成
二
十
四
年
二
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

野

田

佳

彦

衆

議

院

議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
情
報
収
集
衛
星
の
契
約
に
お
け
る
三
菱
電
機
の
過
大
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
�
井
英
勝
君
提
出
情
報
収
集
衛
星
の
契
約
に
お
け
る
三
菱
電
機
の
過
大
請
求
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
現
在
調
査
中
で
あ
り
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
）
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
に
打
ち
上
げ
た
情
報
収
集
衛
星
及
び
現
在
開
発
中
の
情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
、
そ
の
開
発
等
の
事
業
に
お
け

る
事
業
者
の
選
定
に
関
し
、
�
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
事
業
の
委
託
を
受
け
た
事
業
者
、
�
�
の
事
業
者
に
提
案
を

出
し
た
事
業
者
、
�
�
の
事
業
者
の
提
案
を
技
術
や
価
格
に
よ
り
総
合
的
に
評
価
す
る
基
準
、
�
情
報
収
集
衛
星
の
製
造
を

請
け
負
う
事
業
者
と
し
て
選
定
さ
れ
た
事
業
者
、
�
�
の
事
業
者
が
採
用
し
て
い
る
契
約
方
式
の
呼
称
を
お
示
し
す
る
と
、

次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
お
尋
ね
の
「
価
格
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
提
案
を
出
し
た
事
業
者

の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

情
報
収
集
衛
星
光
学
三
号
機

�
独
立
行
政
法
人
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構
（
平
成
十
五
年
（
二
千
三
年
）
九
月
ま
で
は

宇
宙
開
発
事
業
団
。
以
下
「
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
」
と
い
う
。
）

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
東
芝
ス
ペ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
及
び
三
菱
電
機
株

一



式
会
社
（
以
下
「
三
菱
電
機
」
と
い
う
。
）

�
技
術
に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的

要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の
能
力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準

と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
光
学
四
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
東
芝
ス
ペ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
及
び
三
菱
電
機

�
技
術

に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の
能

力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
三
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
東
芝
ス
ペ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
及
び
三
菱
電
機

�
技

術
に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の

能
力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
光
学
五
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

�
日
本
電
気
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｃ
」
と
い
う
。
）
及
び
三
菱
電
機

�
技
術
に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体

二



制
等
の
能
力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三

菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
光
学
六
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
及
び
三
菱
電
機

�
技
術
に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性

能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の
能
力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ

い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
五
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
及
び
独
立
行
政
法
人
情
報
通
信
研
究
機
構
（
平
成
十
六
年
（
二
千
四
年
）

三
月
ま
で
は
独
立
行
政
法
人
通
信
総
合
研
究
所
。
以
下
「
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
」
と
い
う
。
）

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
及
び
三
菱
電
機

�
技
術

に
つ
い
て
は
、
仕
様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の
能

力
的
要
件
を
基
準
と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る
技
術
提
案
方
式

情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
六
号
機

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
及
び
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ

�
Ｎ
Ｅ
Ｃ
及
び
三
菱
電
機

�
技
術
に
つ
い
て
は
、
仕

様
に
対
応
す
る
性
能
・
機
能
・
技
術
等
の
技
術
的
要
件
、
提
案
者
の
技
術
力
・
実
施
能
力
・
体
制
等
の
能
力
的
要
件
を
基
準

と
し
、
価
格
に
つ
い
て
は
、
金
額
の
多
寡
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
評
価

�
三
菱
電
機

�
指
名
型
に
よ
る

三



技
術
提
案
方
式

な
お
、
情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
四
号
機
及
び
同
レ
ー
ダ
予
備
機
に
つ
い
て
は
、
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
事
業
の
委

託
を
受
け
た
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
機
が
情
報
収
集
衛
星
レ
ー
ダ
三
号
機
と
同
型
機
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
随
意

契
約
の
方
式
に
よ
り
三
菱
電
機
と
契
約
を
行
っ
て
い
る
。

（
三
）
に
つ
い
て

平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
十
二
月
二
十
二
日
の
情
報
収
集
衛
星
の
導
入
に
つ
い
て
の
閣
議
決
定
（
以
下
「
情
報

収
集
衛
星
の
導
入
決
定
」
と
い
う
。
）
以
降
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
に
係
る
支
出
に
つ

い
て
、
�
内
閣
官
房
か
ら
支
出
等
の
委
任
を
受
け
た
省
庁
、
�
�
の
省
庁
か
ら
事
業
の
委
託
等
を
受
け
た
事
業
者
、
�
�

の
事
業
者
か
ら
再
委
託
を
受
け
た
事
業
者
を
、
現
時
点
で
確
認
で
き
る
範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
お
尋
ね
の
「
再
委
託
先
の
再
々
委
託
先
の
名
称
」
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
に
お
い
て
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

�
総
務
省
（
平
成
十
三
年
（
二
千
一
年
）
一
月
五
日
ま
で
は
郵
政
省
。
以
下
同
じ
。
）

�
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ

�
三
菱
電
機

�
文
部
科
学
省
（
平
成
十
三
年
（
二
千
一
年
）
一
月
五
日
ま
で
は
科
学
技
術
庁
。
以
下
同
じ
。
）

�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ

�

四



Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
Ｃ
株
式
会
社
、
有
人
宇
宙
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
、
三
菱
電
機
、
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
、
宇
宙
技
術
開
発
株
式

会
社
、
株
式
会
社
コ
ス
モ
テ
ッ
ク
、
株
式
会
社
ロ
ケ
ッ
ト
シ
ス
テ
ム
（
当
時
）
、
三
菱
ス
ペ
ー
ス
・
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
株
式

会
社
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
東
芝
ス
ペ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
株
式
会
社
、
綜
合
警
備
保
障
株
式
会
社
、
財
団
法
人
日
本
宇
宙
フ
ォ
ー
ラ
ム
、

株
式
会
社
Ｉ
Ｈ
Ｉ
エ
ア
ロ
ス
ペ
ー
ス
、
株
式
会
社
Ｉ
Ｈ
Ｉ
、
川
崎
重
工
業
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
、
日
本
航
空
電
子
工
業
株

式
会
社
、
日
油
株
式
会
社
、
沖
電
気
工
業
株
式
会
社
、
株
式
会
社
ナ
ッ
ク
イ
メ
ー
ジ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
、
ネ
ッ
ツ
エ
ス
ア
イ

東
洋
株
式
会
社
、
浜
松
ホ
ト
ニ
ク
ス
株
式
会
社
、
明
星
電
気
株
式
会
社
、
株
式
会
社
応
用
気
象
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
、
共

同
組
海
運
株
式
会
社
、
鹿
児
島
県
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
、
南
種
子
町
漁
業
協
同
組
合
、
種
子
島
漁
業
協
同
組
合
、
株
式

会
社
ス
ペ
ー
ス
サ
ー
ビ
ス
、
株
式
会
社
セ
ノ
ン
、
日
本
無
線
株
式
会
社
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社
、
四
国

航
空
株
式
会
社
、
Ｔ
Ｉ
Ｓ
株
式
会
社
、
Ｋ
Ｄ
Ｄ
Ｉ
株
式
会
社
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会

社
、
ネ
ッ
ト
ワ
ン
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社
、
富
士
通
株
式
会
社
、
三
菱
商
事
株
式
会
社
、
株
式
会
社
日
立
製
作
所
、
セ
ン

ト
ラ
ル
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
株
式
会
社
、
鹿
島
建
設
株
式
会
社
、
株
式
会
社
オ
ハ
ラ
、
株
式
会
社
日
立
シ
ス
テ
ム
ズ

及
び
三
菱
プ
レ
シ
ジ
ョ
ン
株
式
会
社

�
経
済
産
業
省
（
平
成
十
三
年
（
二
千
一
年
）
一
月
五
日
ま
で
は
通
商
産
業
省
）

�
独
立
行
政
法
人
新
エ
ネ
ル
ギ
ー

五



・
産
業
技
術
総
合
研
究
開
発
機
構
（
平
成
十
五
年
（
二
千
三
年
）
九
月
ま
で
は
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機

構
。
以
下
「
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
」
と
い
う
。
）

�
財
団
法
人
資
源
探
査
用
観
測
シ
ス
テ
ム
・
宇
宙
環
境
利
用
研
究
開
発
機
構
（

平
成
十
八
年
（
二
千
六
年
）
四
月
二
日
ま
で
は
財
団
法
人
資
源
探
査
用
観
測
シ
ス
テ
ム
研
究
開
発
機
構
。
以
下
「
Ｊ
Ａ
Ｒ

Ｏ
Ｓ
」
と
い
う
。
）

な
お
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
が
平
成
十
三
年
（
二
千
一
年
）
四
月
に
独
立
行
政
法
人
化
す
る
前
の
総
務
省
通
信
総
合
研
究
所
は
、

内
閣
官
房
か
ら
支
出
等
の
委
任
を
受
け
、
更
に
三
菱
電
機
に
委
託
を
行
っ
て
い
た
が
、
三
菱
電
機
か
ら
再
委
託
を
受
け
た

事
業
者
に
つ
い
て
は
、
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
四
）
か
ら
（
八
）
ま
で
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
に
係
る
支
出
の
う
ち
、
国
か

ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
平
成
十
六
年
度
（
二

千
四
年
度
）
が
三
千
四
百
九
十
九
万
四
千
四
百
円
、
平
成
十
七
年
度
（
二
千
五
年
度
）
が
二
千
六
百
三
十
一
万
三
千
円
、
平

成
十
八
年
度
（
二
千
六
年
度
）
が
六
千
二
百
七
十
一
万
二
千
三
百
円
、
平
成
十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
八
千
九
百
八
十

四
万
八
千
五
百
円
、
平
成
二
十
一
年
度
（
二
千
九
年
度
）
が
三
億
三
百
八
十
七
万
円
、
平
成
二
十
二
年
度
（
二
千
十
年
度
）

六



が
一
億
五
千
四
百
三
十
五
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
六
億
七
千
二
百
八
万
八
千
二
百
円
で
あ
る
。

そ
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
金
額
が
、
平
成
十
六
年
度
（
二
千

四
年
度
）
が
三
千
四
百
九
十
九
万
四
千
四
百
円
、
平
成
十
七
年
度
（
二
千
五
年
度
）
が
二
千
六
百
三
十
一
万
三
千
円
、
平
成

十
八
年
度
（
二
千
六
年
度
）
が
六
千
二
百
七
十
一
万
二
千
三
百
円
、
平
成
十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
八
千
七
百
五
十
九

万
千
円
、
平
成
二
十
一
年
度
（
二
千
九
年
度
）
が
三
億
三
百
八
十
七
万
円
、
平
成
二
十
二
年
度
（
二
千
十
年
度
）
が
一
億
五

千
四
百
三
十
五
万
円
、
こ
れ
ら
の
総
額
が
六
億
六
千
九
百
八
十
三
万
七
百
円
で
あ
り
、
文
部
科
学
省
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ

支
出
し
た
金
額
が
、
平
成
十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
百
九
十
九
万
五
千
円
で
あ
り
、
総
務
省
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支

出
し
た
金
額
が
、
平
成
十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
二
十
六
万
二
千
五
百
円
で
あ
る
。

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
に
係
る
支
出
の
う
ち
、
Ｊ
Ａ

Ｘ
Ａ
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
平
成
十
年
度

（
千
九
百
九
十
八
年
度
）
が
三
千
百
五
十
万
円
、
平
成
十
一
年
度
（
千
九
百
九
十
九
年
度
）
が
四
億
七
千
九
百
五
十
三
万
九

千
円
、
平
成
十
二
年
度
（
二
千
年
度
）
が
二
百
六
十
三
億
二
千
三
十
七
万
千
円
、
平
成
十
三
年
度
（
二
千
一
年
度
）
が
五
百

十
六
億
七
千
七
百
九
万
二
千
五
百
円
、
平
成
十
四
年
度
（
二
千
二
年
度
）
が
三
百
六
十
六
億
七
千
八
百
九
十
三
万
千
六
百
五

七



十
円
、
平
成
十
五
年
度
（
二
千
三
年
度
）
が
二
百
八
十
一
億
五
百
九
十
六
万
九
千
五
百
円
、
平
成
十
六
年
度
（
二
千
四
年
度

）
が
二
百
三
十
九
億
二
千
百
三
十
六
万
二
千
八
百
五
十
円
、
平
成
十
七
年
度
（
二
千
五
年
度
）
が
二
百
三
十
六
億
四
千
三
百

九
万
四
千
六
百
五
十
円
、
平
成
十
八
年
度
（
二
千
六
年
度
）
が
二
百
五
十
四
億
六
千
八
百
三
十
七
万
六
千
百
三
十
円
、
平
成

十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
百
五
十
八
億
二
千
五
百
五
十
八
万
七
千
九
百
円
、
平
成
二
十
年
度
（
二
千
八
年
度
）
が
二
百

三
十
三
億
六
千
五
百
六
十
八
万
四
百
円
、
平
成
二
十
一
年
度
（
二
千
九
年
度
）
が
二
百
四
十
五
億
八
千
十
三
万
千
九
百
二
十

五
円
、
平
成
二
十
二
年
度
（
二
千
十
年
度
）
が
二
百
三
十
六
億
四
千
七
十
六
万
八
千
七
百
八
十
九
円
、
平
成
二
十
三
年
度
（

二
千
十
一
年
度
）
（
一
月
末
現
在
）
が
九
十
五
億
四
千
百
二
十
七
万
六
百
五
十
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
三
千
百
三
十

二
億
七
千
九
百
六
十
七
万
六
千
九
百
四
十
四
円
で
あ
る
。

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
に
係
る
支
出
の
う
ち
、
Ｎ
Ｉ

Ｃ
Ｔ
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
平
成
十
五
年

度
（
二
千
三
年
度
）
が
十
一
億
四
千
百
七
十
六
万
七
千
四
百
六
十
一
円
、
平
成
十
六
年
度
（
二
千
四
年
度
）
が
二
十
六
億
五

千
二
百
九
十
六
万
六
千
八
百
五
十
円
、
平
成
十
七
年
度
（
二
千
五
年
度
）
が
十
億
七
千
六
百
三
十
二
万
四
千
二
百
円
、
平
成

十
八
年
度
（
二
千
六
年
度
）
が
三
十
億
四
百
七
十
五
万
九
千
五
百
五
十
円
、
平
成
十
九
年
度
（
二
千
七
年
度
）
が
五
十
二
億

八



七
千
六
百
七
十
七
万
二
千
七
百
円
、
平
成
二
十
年
度
（
二
千
八
年
度
）
が
六
十
三
億
三
千
百
六
十
九
万
三
千
五
十
円
、
平
成

二
十
一
年
度
（
二
千
九
年
度
）
が
七
十
三
億
二
千
二
百
三
十
八
万
九
千
三
百
九
十
四
円
、
平
成
二
十
二
年
度
（
二
千
十
年
度

）
が
百
四
十
億
三
十
万
七
千
六
百
円
、
平
成
二
十
三
年
度
（
二
千
十
一
年
度
）
（
一
月
末
現
在
）
が
二
十
七
億
八
千
六
百
九

十
六
万
五
千
六
百
十
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
四
百
三
十
五
億
九
千
三
百
九
十
四
万
六
千
四
百
十
五
円
で
あ
る
。

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
行
わ
れ
た
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
の
事
業
に
係
る
支
出
の
う
ち
、
Ｎ
Ｅ

Ｄ
Ｏ
か
ら
直
接
三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
も
の
は
な
い
が
、
Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
か
ら
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
へ
支
出
し
、
更
に
Ｊ
Ａ
Ｒ
Ｏ
Ｓ
か
ら

三
菱
電
機
へ
支
出
し
た
金
額
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
確
認
し
て
い
る
範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
平
成
十
一
年
度
（
千
九
百
九

十
九
年
度
）
が
二
十
九
億
五
千
六
百
八
十
万
円
、
平
成
十
二
年
度
（
二
千
年
度
）
が
二
百
六
十
六
億
二
千
九
百
六
十
四
万
千

百
五
十
円
、
平
成
十
三
年
度
（
二
千
一
年
度
）
が
八
十
二
億
八
千
九
百
十
九
万
三
百
五
十
円
、
平
成
十
四
年
度
（
二
千
二
年

度
）
が
五
億
千
四
百
五
十
八
万
六
千
百
円
、
平
成
十
五
年
度
（
二
千
三
年
度
）
が
九
十
億
二
千
百
四
万
六
千
六
百
五
十
円
、

平
成
十
六
年
度
（
二
千
四
年
度
）
が
四
十
二
億
五
百
六
十
九
万
八
千
三
百
五
十
円
、
平
成
十
七
年
度
（
二
千
五
年
度
）
が
六

億
五
千
九
百
八
十
一
万
千
六
百
円
、
平
成
十
八
年
度
（
二
千
六
年
度
）
が
一
億
二
千
四
百
二
十
一
万
五
千
円
、
平
成
十
九
年

度
（
二
千
七
年
度
）
が
三
千
五
百
九
十
一
万
円
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
総
額
は
五
百
二
十
四
億
三
千
六
百
八
十
九
万
九
千
二
百

九



円
で
あ
る
。

（
九
）
に
つ
い
て

Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
二
月
三
日
、
三
菱
電
機
か
ら
、
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｔ
と
の
契
約
に
お
い

て
不
適
切
な
請
求
を
行
っ
て
い
た
と
の
報
告
が
あ
り
、
同
日
付
け
で
三
菱
電
機
に
対
し
指
名
停
止
の
措
置
を
講
じ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
調
査
中
で
あ
る
。

Ｎ
Ｅ
Ｄ
Ｏ
に
お
い
て
は
、
三
菱
電
機
に
よ
る
過
大
請
求
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
て
い
る
が
、
同
日
現
在
、
不
適
切
な
請
求

は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。

（
十
）
に
つ
い
て

平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
に
判
明
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
が
防
衛
庁
（
当
時
）
に
対
し
て
行
っ
た
過
大
請
求
に
つ
い
て
は
、

工
数
を
過
大
に
申
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
総
額
は
約
二
百
六
十
三
億
七
千
万
円
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
以
外
の
事
業
者
が
防
衛
省
（
平
成
十
九
年
（
二
千
七
年
）
一
月
八
日
ま
で
は
防
衛
庁
。
以
下
同
じ
。
）
に

対
し
て
行
っ
た
過
大
請
求
に
つ
い
て
、
�
事
業
者
、
�
過
大
請
求
の
内
容
、
�
過
大
請
求
額
を
、
防
衛
省
が
把
握
し
て
い
る

範
囲
で
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
〇



�
日
本
工
機
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
四
億
九
千
万
円

�
藤
倉
航
装
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
二
億
九
千
万
円

�
日
本
航
空
電
子
工
業
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
六
十
三
億
四
千
万
円

�
東
洋
通
信
機
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
五
十
二
億
七
千
万
円

�
ニ
コ
ー
電
子
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
二
十
六
億
三
千
万
円

�
日
本
電
気
電
波
機
器
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
三
十
五
億
七
千
万
円

�
株
式
会
社
ト
キ
メ
ッ
ク

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
百
三
十
三
億
千
万
円

�
株
式
会
社
富
士
通
ゼ
ネ
ラ
ル

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
一
億
五
千
万
円

�
東
急
車
輌
製
造
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
二
億
円

�
日
進
電
子
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
二
千
九
百
万
円

�
富
士
写
真
光
機
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
十
八
億
四
千
万
円

�
日
本
飛
行
機
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
八
十
五
億
六
千
万
円

�
株
式
会
社
大
原
鉄
工
所

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
十
五
億
五
千
万
円

一
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�
長
野
日
本
無
線
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
十
九
億
九
千
万
円

�
日
本
無
線
株
式
会
社

�
工
数
を
過
大
に
申
告

�
約
百
七
十
億
五
千
万
円

�
株
式
会
社
富
士
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ー
ズ

�
品
代
を
過
大
に
申
告

�
約
七
億
二
千
万
円

�
株
式
会
社
山
田
洋
行

�
品
代
を
過
大
に
申
告

�
約
二
十
七
億
二
千
万
円

�
極
東
貿
易
株
式
会
社

�
品
代
を
過
大
に
申
告

�
約
二
十
三
億
四
千
万
円

（
十
一
）
に
つ
い
て

内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
防
衛
省
に
お
い
て
は
、
会
計
法
令
等
に
基
づ
き
、
適
正
な
会
計
処
理
に
努
め
て
お
り
、
ま

た
、
「
公
共
調
達
の
適
正
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
十
八
年
八
月
二
十
五
日
付
け
財
計
第
二
〇
一
七
号
財
務
大
臣
通
知
）
等
に

基
づ
き
、
競
争
性
及
び
透
明
性
の
確
保
に
努
め
る
と
と
も
に
、
指
名
競
争
契
約
や
随
意
契
約
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
指
名

随
契
審
査
会
等
を
設
置
し
、
同
審
査
会
等
が
契
約
金
額
等
に
応
じ
て
契
約
の
方
式
や
相
手
方
の
選
定
等
に
つ
い
て
審
査
を
行

う
な
ど
、
適
正
な
契
約
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
い
て
は
、
会
計
規
程
に
基
づ
き
、
適
正
な
会
計
処
理
に
努
め
て
お
り
、
ま
た
、
契
約
審
査
委
員
会
等
を
設

置
し
、
同
委
員
会
等
が
契
約
の
方
式
や
相
手
方
の
選
定
等
に
つ
い
て
審
査
や
点
検
を
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
公
認
会
計
士
も
参

一
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加
し
て
契
約
の
相
手
方
に
係
る
会
計
制
度
等
の
調
査
を
行
う
な
ど
、
適
正
な
契
約
の
確
保
に
努
め
て
い
る
。

（
十
二
）
に
つ
い
て

防
衛
省
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
代
金
の
金
額
を
確
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
場
合
等
に
は
、
契
約
上
、
監
査
を
受

け
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
等
に
よ
る
過
大
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
契
約
の
相
手
方
か
ら

提
出
さ
れ
る
資
料
の
信
頼
性
を
確
保
す
る
た
め
の
契
約
の
相
手
方
に
係
る
会
計
制
度
等
の
調
査
、
虚
偽
の
資
料
を
提
出
す
る

な
ど
し
た
場
合
の
違
約
金
の
徴
収
に
係
る
特
約
条
項
の
導
入
等
、
不
適
切
な
事
案
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
般
、
三
菱
電
機
に
よ
る
過
大
請
求
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
、
現
在
調
査
を
行
っ
て
お
り
、

そ
の
結
果
判
明
し
た
背
景
・
原
因
を
踏
ま
え
、
改
善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
、
早
急
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
十
三
）
に
つ
い
て

平
成
十
年
（
千
九
百
九
十
八
年
）
に
判
明
し
た
Ｎ
Ｅ
Ｃ
が
宇
宙
開
発
事
業
団
（
当
時
）
に
対
し
て
行
っ
た
過
大
請
求
に
つ

い
て
は
、
工
数
を
過
大
に
申
告
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
総
額
は
五
十
三
億
二
千
七
百
五
十
八
万
千
五
百
十
九
円
で
あ
る
。

ま
た
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
以
外
の
事
業
者
が
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
（
平
成
十
五
年
（
二
千
三
年
）
九
月
ま
で
は
宇
宙
開
発
事
業
団
の
ほ
か
、
宇

宙
科
学
研
究
所
、
航
空
宇
宙
技
術
研
究
所
を
含
む
。
）
に
対
し
て
行
っ
た
過
大
請
求
に
つ
い
て
は
、
工
数
等
の
過
大
な
申
告

一
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や
見
積
り
を
行
っ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
総
額
は
四
億
四
千
二
百
九
十
四
万
六
千
八
百
三
十
八
円
で
あ
る
。

（
十
四
）
及
び
（
十
七
）
に
つ
い
て

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
に
よ
る
過
大
請
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
契
約
の
相
手
方
に
係
る
会
計
制
度
の

調
査
の
強
化
や
、
監
査
体
制
の
強
化
等
、
不
適
切
な
事
案
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
般
、
三
菱
電
機
に
よ
る
過
大
請
求
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
、
現
在
、
全
て
の
契
約
に
つ
い
て
、
関
係
書
類
に
基
づ

き
、
過
大
請
求
の
有
無
に
関
す
る
調
査
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
、
改
善
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
、
早
急
に
対
処

し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
十
五
）
及
び
（
十
六
）
に
つ
い
て

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
お
い
て
は
、
随
意
契
約
を
行
う
場
合
に
は
、
契
約
事
務
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
契
約
審
査
委
員
会
が
契
約
の

相
手
方
の
選
定
理
由
等
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
平
成
二
十
年
（
二
千
八
年
）
四
月
以
降
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
予
定
価
格
の
算
定
や
、
契
約
の
相
手
方
と
の
交
渉
を
行
う
こ
と
を
通
じ
て
、
契
約
額
の
妥
当
性
に
つ
い
て
判
断
し
て
い

る
。
な
お
、
契
約
に
よ
っ
て
は
、
複
数
の
事
業
者
か
ら
の
提
案
を
受
け
、
そ
の
技
術
や
価
格
を
総
合
的
に
評
価
し
た
上
で
相

手
方
を
選
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
四



（
十
八
）
に
つ
い
て

内
閣
官
房
に
よ
る
三
菱
電
機
に
対
す
る
指
名
停
止
の
措
置
の
期
間
は
、
内
閣
官
房
に
お
け
る
物
品
等
の
契
約
に
係
る
指
名

停
止
等
措
置
要
領
（
平
成
十
三
年
六
月
十
九
日
内
閣
官
房
内
閣
総
務
官
室
会
計
担
当
内
閣
参
事
官
決
定
）
に
基
づ
き
、
平
成

二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
一
月
二
十
七
日
か
ら
当
分
の
間
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
よ
る
競
争
参
加
資
格
の
停

止
の
措
置
の
期
間
は
、
契
約
事
務
実
施
要
領
に
基
づ
き
、
同
日
か
ら
当
分
の
間
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
措

置
の
期
間
の
確
定
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
事
実
関
係
の
全
容
が
解
明
さ
れ
、
過
大
請
求
に
係
る
過
払
い
金
の
返
納
等
が
行
わ

れ
る
と
と
も
に
、
再
発
防
止
策
等
が
講
ぜ
ら
れ
る
な
ど
の
状
況
に
基
づ
き
、
決
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
十
九
）
に
つ
い
て

今
回
の
内
閣
官
房
に
よ
る
指
名
停
止
の
措
置
及
び
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
よ
る
競
争
参
加
資
格
の
停
止
の
措
置
は
、
内
閣
衛
星
情
報

セ
ン
タ
ー
及
び
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
が
、
発
注
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
不
正
又
は
不
誠
実
な
行
為
を
行
っ
た
有
資
格
業
者
に
つ
い
て
、

指
名
業
者
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
が
不
適
切
で
あ
る
と
判
断
し
、
一
定
期
間
競
争
入
札
手
続
へ
の
参
加
者
等
と
は
し
な
い
た

め
に
行
っ
て
い
る
措
置
で
あ
る
。

（
二
十
）
に
つ
い
て

一
五



内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
は
、
内
閣
官
房
に
お
け
る
物
品
等
の
契
約
に
係
る
指
名
停
止
要
領
に
基
づ
き
、
や
む
を
得
な
い

事
由
を
除
き
、
指
名
停
止
期
間
中
の
三
菱
電
機
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と
は
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
を
除
き
、
競
争
参
加
資
格
の
停
止
中
の
三
菱
電
機
を
随
意
契
約
の
相
手
方
と

は
し
な
い
と
決
定
し
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
実
効
性
の
あ
る
制
裁
措
置
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
三
菱
電
機
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
随
意
契
約
の
相
手
方
と
は
し
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
指
名
停
止
の
措
置
及
び
競
争
参
加
資
格
の
停

止
の
措
置
は
、
実
効
性
の
あ
る
措
置
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

（
二
十
一
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
、
�
防
衛
省
に
在
籍
し
、
退
職
後
引
き
続
き
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者

は
、
自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
に
係
る
関
係
書
類
に

よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
平
成
十
二
年
（
二
千
年
）
七
月
か
ら
現
在
ま
で
に
百
四
十
四
名
で
あ
り
、
�
内
閣
官
房
内

閣
情
報
調
査
室
又
は
同
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
在
籍
し
、
退
職
後
引
き
続
き
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者
は
、
国
家
公

務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
等
に
係
る
関
係
書
類
に

一
六



よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
零
名
で
あ
り
、
�
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
在
籍
し
、
退
職
後
引
き
続
き
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者

は
、
把
握
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
三
菱
電
機
か
ら
は
、
�
及
び
�
の
者
に
つ
い
て
は
同
様
の
報
告
を
受
け
て
お
り
、
�
の
者

に
つ
い
て
は
六
名
と
聞
い
て
い
る
。

（
二
十
二
）
に
つ
い
て

情
報
収
集
衛
星
の
導
入
決
定
以
降
現
在
ま
で
に
、
三
菱
電
機
の
社
員
、
あ
る
い
は
社
員
で
あ
っ
た
者
で
、
�
三
菱
電
機

退
職
後
防
衛
省
に
採
用
さ
れ
、
同
省
退
職
後
引
き
続
き
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者
は
、
自
衛
隊
法
第
六
十
二
条
第
三
項

の
規
定
に
基
づ
く
承
認
に
係
る
関
係
書
類
及
び
人
事
関
係
書
類
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
零
名
で
あ
り
、
�
三

菱
電
機
退
職
後
内
閣
官
房
内
閣
情
報
調
査
室
又
は
同
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
、
同
室
又
は
同
セ
ン
タ
ー
退

職
後
引
き
続
き
三
菱
電
機
に
再
就
職
し
た
者
は
、
国
家
公
務
員
法
第
百
六
条
の
二
十
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
届
出
等

に
係
る
関
係
書
類
及
び
人
事
関
係
書
類
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
十
七
名
で
あ
り
、
�
三
菱
電
機
を
休
職
し
、

Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
採
用
さ
れ
、
そ
の
後
三
菱
電
機
に
復
職
し
た
者
は
、
二
十
六
名
で
あ
る
。
ま
た
、
三
菱
電
機
か
ら
は
、
�
の

者
に
つ
い
て
は
同
様
の
報
告
を
受
け
て
お
り
、
�
及
び
�
の
者
に
つ
い
て
は
聞
い
て
い
な
い
。

（
二
十
三
）
に
つ
い
て

一
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三
菱
電
機
の
社
員
、
あ
る
い
は
社
員
で
あ
っ
た
者
で
、
�
三
菱
電
機
退
職
後
防
衛
省
に
採
用
さ
れ
、
現
在
も
在
籍
し
て
い

る
者
は
、
人
事
関
係
書
類
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、
十
七
名
で
あ
り
、
�
三
菱
電
機
退
職
後
内
閣
官
房
内
閣
情
報

調
査
室
又
は
同
内
閣
衛
星
情
報
セ
ン
タ
ー
に
採
用
さ
れ
、
現
在
も
在
籍
し
て
い
る
者
は
、
人
事
関
係
書
類
に
よ
っ
て
確
認
で

き
る
範
囲
で
は
、
八
名
で
あ
り
、
�
三
菱
電
機
を
休
職
し
、
Ｊ
Ａ
Ｘ
Ａ
に
採
用
さ
れ
、
現
在
も
在
籍
し
て
い
る
者
は
、
十
三

名
で
あ
る
。
ま
た
、
三
菱
電
機
か
ら
は
、
�
の
者
に
つ
い
て
は
同
様
の
報
告
を
受
け
て
お
り
、
�
及
び
�
の
者
に
つ
い
て
は

聞
い
て
い
な
い
。
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
の
職
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
当
該
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
こ
と
、
業
務
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
等
か
ら
、
お
答
え
は
差
し
控
え
た
い
。

（
二
十
四
）
に
つ
い
て

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
直
後
の
計
画
停
電
や
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
十
七
条
に
基
づ
く

電
気
の
使
用
制
限
に
よ
り
、
情
報
収
集
衛
星
の
開
発
等
に
お
い
て
、
数
週
間
程
度
連
続
的
に
高
圧
電
力
を
必
要
と
す
る
作
業

の
実
施
時
期
に
遅
れ
が
生
じ
る
な
ど
の
影
響
が
出
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、
ど
の
程
度
の
遅
れ
が
生
じ
た
か
に
つ
い
て
は
、

種
々
の
要
因
に
よ
る
作
業
工
程
の
変
更
等
を
常
に
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
概
に
お
示
し
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
二
十
五
）
に
つ
い
て

一
八



平
成
二
十
三
年
度
（
二
千
十
一
年
度
）
第
四
次
補
正
予
算
に
お
い
て
は
、
当
初
平
成
二
十
四
年
（
二
千
十
二
年
）
夏
に
予

定
し
て
い
た
数
週
間
程
度
連
続
的
に
高
圧
電
力
を
必
要
と
す
る
作
業
の
実
施
時
期
を
前
倒
し
す
る
た
め
の
費
用
等
を
計
上
し

て
い
る
。

本
年
夏
の
電
力
需
給
対
策
に
つ
い
て
は
、
本
年
春
を
目
途
に
電
力
需
給
の
見
通
し
を
精
査
し
、
取
り
ま
と
め
る
予
定
で
あ

り
、
現
時
点
に
お
い
て
は
未
定
で
あ
る
が
、
節
電
等
に
よ
る
電
力
面
で
の
制
約
に
備
え
、
万
全
の
体
制
で
情
報
収
集
衛
星
の

開
発
等
を
行
い
、
予
定
ど
お
り
に
打
ち
上
げ
る
た
め
に
は
、
第
四
次
補
正
予
算
に
よ
る
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

（
二
十
六
）
に
つ
い
て

今
般
の
三
菱
電
機
に
よ
る
過
大
請
求
に
つ
い
て
は
、
徹
底
し
た
調
査
を
実
施
し
、
厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

情
報
収
集
衛
星
に
つ
い
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
一
二
〇
号
）
（
九
）

に
つ
い
て
で
お
答
え
し
て
い
る
と
お
り
、
今
後
と
も
、
外
交
・
防
衛
等
の
安
全
保
障
及
び
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
等
の
危

機
管
理
の
た
め
に
必
要
な
情
報
を
収
集
し
、
そ
の
判
読
・
分
析
結
果
を
関
係
省
庁
に
配
付
・
伝
達
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
所
掌
事

務
の
遂
行
に
際
し
て
活
用
す
る
な
ど
、
有
効
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

一
九


